
別紙１

計算書類に対する注記

（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記                                                                      

該当なし

２．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－原則として償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物及び器具及び備品－定額法

・リース資産

　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更                                                                            

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度                                                                      

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、

（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度によっている。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分                                                

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

　公益事業の拠点区分はひとつのため省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容



ア　花嵐拠点（社会福祉事業）

・法人本部

・特別養護老人ホーム花嵐（入所）

・特別養護老人ホーム花嵐（短期）

・高齢者デイサービスセンター花嵐

・ヘルパーステーション花嵐（高齢）

・ヘルパーステーション花嵐（障がい）

・ケアプランセンター花嵐

・花嵐診療所

イ　もくれん拠点（社会福祉事業）

・地域活動支援センターもくれん生活支援

・地域活動支援センターもくれん相談支援

・もくれんホオノキ生活介護

・もくれんジェニー放課後デイ

・もくれんユリノキ児童相談

・ヘルパーステーション花嵐（障がい）

・もくれんジェニー２

ウ　ハナキリン拠点（社会福祉事業）

・地域活動支援センターもくれん就労formハナキリン就労

・地域活動支援センターもくれん就労formハナキリン生訓

エ　地域包括拠点（社会福祉事業）

・矢田地域包括支援センター（包括事業）

・矢田地域包括支援センター（予防事業）

オ　食事拠点（公益事業）

・食事サービス事業

６．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物   1,301,916,042              0     55,155,868  1,246,760,174

合            計   1,301,916,042              0     55,155,868  1,246,760,174

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当なし

８．担保に供している資産                                                                            

担保に供されている資産は以下のとおりである。

花嵐建物（基本財産　　1,075,949,476円

もくれん建物（基本財産）　170,810,698円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金　22,174,000円

設備資金借入金　53,032,000円



９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                                

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

基本財産

建物   2,390,087,661  1,143,327,487  1,246,760,174

その他の固定資産

土地      90,100,000              0     90,100,000

建物     121,890,000     62,710,874     59,179,126

構築物       9,838,530      2,485,972      7,352,558

機械及び装置      62,161,378     37,957,191     24,204,187

車輌運搬具       3,791,000      1,474,277      2,316,723

器具及び備品      46,319,741     24,852,819     21,466,922

ソフトウェア      14,725,950     12,814,743      1,911,207

合            計   2,738,914,260  1,285,623,363  1,453,290,897

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                          

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金     151,790,878              0    151,790,878

未収補助金       2,567,000              0      2,567,000

立替金         624,229              0        624,229

合            計     154,982,107              0    154,982,107

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                      

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容                                                                      

該当なし

１３．重要な偶発債務                                                                                

該当なし

１４．重要な後発事象                                                                                

該当なし



１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当なし


